
 一般事業主  行動計画 

平成 23 年 4 月 1 日 

川 口 市 農 業 協 同 組 合 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、その能力を発揮できる環境づくりと、

地域の次世代育成支援対策に貢献するため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日までの  ５年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成２３年４月～  

①職員の具体的なニーズを調査、制度の検討開始 

   ②健康管理委員を中心とした相談窓口の設置等検討、実践 

   ③内部文書を活用した周知・啓発の実施 

 

●平成２３年７月～ 

①育児休業後に社員が復帰しやすくするため、休業中の職員に資料送付等によ

る情報提供を行う。 

   ②子どもの学校行事に参加するための年次休暇の推奨 

 

  

 

＜対策＞ 

 ●平成２３年４月～ 

   ①子育て中の職員に限らず、年次有給休暇の取得日数が平準化するよう取組む。 

   ②「記念日休暇」等の施策を検討し、連続休暇の取得促進について啓発する。 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成２３年８月～ 

   ①子どもの社会科見学を積極的に受け入れる。 

   ②現在取組み中の中学生による職場体験学習について、実習内容の見直しを継

続的に行う。 

目標１：妊娠中および出産後の職員の健康管理や相談窓口の設置や、育児休業の 

取得や職場復帰しやすい環境の整備を行う。 

目標２：年次休暇の取得促進と、働き方の見直しに資する労働環境の整備を行う。 

目標３：地域における子育て支援活動への積極的な支援や地域貢献活動の実施。 


